
1 / 2 

申請に対する処分 ／ 審査基準・標準処理期間  個票（美郷町） 

 

＜個票情報＞ 

所 管 部 署 農政課 

適用日（掲載日） 平成 27 年 3月 31 日 

＜処分の概要＞ 

許認可等の名称 多面的機能発揮促進事業に関する計画の認定 

処  分  権  者 町長 

根 拠 規 定 農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する法律第 7条第 1項 

＜審査基準／標準処理期間＞ 

基 準 規 定 

 

審  査  基  準 

□設定 ■未設定 

未設定理由：法令の規定において判断基準が言い尽くされている。 

参 考 資 料 

 

標準処理期間 

■設定  □未設定 

６０日 

備          考 

 

 設    定    日 平成 27 年 10 月 31 日 
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申請に対する処分 ／ 審査基準・標準処理期間  個票（美郷町） 

 

＜個票情報＞ 

所 管 部 署 農政課 

適用日（掲載日） 平成 27 年 3月 31 日 

＜処分の概要＞ 

許認可等の名称 多面的機能発揮促進事業に関する計画の変更の認定 

処  分  権  者 町長 

根 拠 規 定 農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する法律第 8条第 1項 

＜審査基準／標準処理期間＞ 

基 準 規 定  

審  査  基  準 

□設定 ■未設定 

未設定理由：法令の規定において判断基準が言い尽くされている。 

参 考 資 料 

 

標準処理期間 

■設定  □未設定 

６０日 

備          考 

 

設    定    日 平成 27 年 10 月 31 日 

 


